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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口体と、
　上記吸込口体に一端が連なる延長管と、
　上記延長管の他端に一端が連なるサクションホースと、
　上記サクションホースの他端に連なる掃除機本体と
を備え、
　上記掃除機本体は、
　遠心力によって空気から塵埃を分離するサイクロン集塵室と、
　上記吸込口体、延長管およびサクションホースを介して塵埃を上記サイクロン集塵室に
吸引する電動送風機と
を有し、
　上記延長管は、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を正に帯電させる材料で構成された第１部材と、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を負に帯電させる材料で構成された第２部材と
を有し、
　上記延長管内には、
　上記第１部材が設けられた第１吸気通路と、
　上記第２部材が設けられた第２吸気通路と、
　上記第１吸気通路と上記第２吸気通路とを仕切る隔壁と
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が存在することを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　吸込口体と、
　上記吸込口体に一端が連なる延長管と、
　上記延長管の他端に一端が連なるサクションホースと、
　上記サクションホースの他端に連なる掃除機本体と
を備え、
　上記掃除機本体は、
　遠心力によって空気から塵埃を分離するサイクロン集塵室と、
　上記吸込口体、延長管およびサクションホースを介して塵埃を上記サイクロン集塵室に
吸引する電動送風機と
を有し、
　上記延長管は、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を正に帯電させる材料で構成された第１部材と、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を負に帯電させる材料で構成された第２部材と
を有し、
　上記延長管と上記サクションホースとの間には、塵埃が衝突する攪拌羽根が設けられて
いることを特徴とする電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば一般家庭等で使用される電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気掃除としては、特表２００４－５２９６８２号公報に開示されているものが
ある。この電気掃除機は、上流サイクロンユニットと、この上流サイクロンユニットから
排出された空気が流入する下流サイクロンユニットとを備えている。
【０００３】
　上記上流サイクロンユニットおよび下流サイクロンユニットは、内部で空気を高速旋回
させて、上記空気中の塵埃に遠心力を作用させて、上記空気から塵埃を分離するものであ
る。
【０００４】
　上記構成の電気掃除機によれば、上流サイクロンユニットから排出された空気を下流サ
イクロンユニットに流入させることによって、上流サイクロンユニットで分離できなかっ
た塵埃を下流サイクロンユニットで分離し、塵埃の分離率を高めようとしている。
【０００５】
　しかしながら、上記従来の電気掃除機では、上流サイクロンユニットによる圧力損失が
生じるため、下流サイクロンユニットに流入する空気の風圧は低下してしまう。
【０００６】
　その結果、上記下流サイクロンユニットは、質量が軽い微細な塵埃に十分な遠心力を作
用させることできず、空気から微細な塵埃を分離できない。
【０００７】
　したがって、上記従来の電気掃除機には、微細な塵埃を含む空気が外部に排出されてし
まうという問題がある。
【特許文献１】特表２００４－５２９６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明の課題は、電動送風機から外部へ微細な塵埃が排出されるのを防ぐこと
ができる電気掃除機を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の電気掃除機は、
　吸込口体と、
　上記吸込口体に一端が連なる延長管と、
　上記延長管の他端に一端が連なるサクションホースと、
　上記サクションホースの他端に連なる掃除機本体と
を備え、
　上記掃除機本体は、
　遠心力によって空気から塵埃を分離するサイクロン集塵室と、
　上記吸込口体、延長管およびサクションホースを介して塵埃を上記サイクロン集塵室に
吸引する電動送風機と
を有し、
　上記延長管は、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を正に帯電させる材料で構成された第１部材と、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を負に帯電させる材料で構成された第２部材と
を有し、
　上記延長管内には、
　上記第１部材が設けられた第１吸気通路と、
　上記第２部材が設けられた第２吸気通路と、
　上記第１吸気通路と上記第２吸気通路とを仕切る隔壁と
が存在することを特徴としている。
【００１０】
　上記構成の電気掃除機によれば、上記吸込口体に吸い込まれた塵埃は延長管を通過して
サクションホースへ向かう。この時、上記塵埃の一部が延長管の第１部材との摩擦によっ
て正に帯電する一方、塵埃の他の一部が延長管の第２部材との摩擦によって負に帯電する
。これにより、質量が比較的軽い微細な塵埃同士が結合して、質量が比較的重い塵埃が生
成される。つまり、上記塵埃の凝集効果が得られる。
【００１１】
　したがって、上記サイクロン集塵室に入る微細な塵埃の量が減るので、サイクロン集塵
室の分離率が高まり、電動送風機から外部へ微細な塵埃が排出されるのを防ぐことができ
る。
　また、上記延長管内には、第１部材が設けられた第１吸気通路と、第２部材が設けられ
た第２吸気通路と、第１吸気通路と第２吸気通路とを仕切る隔壁とが存在するので、第１
部材によって正に帯電した塵埃を高効率で生成することができると共に、第２部材によっ
て負に帯電した塵埃を高効率で生成することができる。
【００１２】
　一実施形態の電気掃除機では、
　上記第１，第２部材のそれぞれは断面略円弧状である。
【００１３】
　上記実施形態の電気掃除機によれば、上記第１，第２部材のそれぞれは断面略円弧状で
あるので、延長管内の塵埃を第１，第２部材でサクションホースへスムーズに案内するこ
とができる。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
　一実施形態の電気掃除機では、
　上記第１吸気通路の流路断面積は上記第２吸気通路の流路断面積と略等しい。
【００１７】
　上記実施形態の電気掃除機によれば、上記第１吸気通路の流路断面積は第２吸気通路の
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流路断面積と略等しいから、正に帯電する塵埃の量と、負に帯電する塵埃の量とを略等し
くして、塵埃の凝集効果を高めることができる。
【００１８】
　本発明の電気掃除機は、
　吸込口体と、
　上記吸込口体に一端が連なる延長管と、
　上記延長管の他端に一端が連なるサクションホースと、
　上記サクションホースの他端に連なる掃除機本体と
を備え、
　上記掃除機本体は、
　遠心力によって空気から塵埃を分離するサイクロン集塵室と、
　上記吸込口体、延長管およびサクションホースを介して塵埃を上記サイクロン集塵室に
吸引する電動送風機と
を有し、
　上記延長管は、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を正に帯電させる材料で構成された第１部材と、
　上記サクションホースへ向かう塵埃を負に帯電させる材料で構成された第２部材と
を有し、
　上記延長管と上記サクションホースとの間には、塵埃が衝突する攪拌羽根が設けられて
いる。
【００１９】
　上記構成の電気掃除機によれば、上記吸込口体に吸い込まれた塵埃は延長管を通過して
サクションホースへ向かう。この時、上記塵埃の一部が延長管の第１部材との摩擦によっ
て正に帯電する一方、塵埃の他の一部が延長管の第２部材との摩擦によって負に帯電する
。これにより、質量が比較的軽い微細な塵埃同士が結合して、質量が比較的重い塵埃が生
成される。つまり、上記塵埃の凝集効果が得られる。
　したがって、上記サイクロン集塵室に入る微細な塵埃の量が減るので、サイクロン集塵
室の分離率が高まり、電動送風機から外部へ微細な塵埃が排出されるのを防ぐことができ
る。
　また、上記延長管とサクションホースとの間には塵埃が衝突する攪拌羽根が設けられて
いるので、延長管で正負に帯電した塵埃が攪拌羽根に衝突して攪拌される。
【００２０】
　したがって、上記微細な塵埃同士が結合する確率が高くなり、塵埃の凝集効果を高める
ことができる。
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の電気掃除機によれば、延長管が、サクションホースへ向かう塵埃を正に帯電さ
せる材料で構成された第１部材と、サクションホースへ向かう塵埃を負に帯電させる材料
で構成された第２部材とを有することによって、延長管を通過する塵埃の一部が第１部材
との摩擦によって正に帯電する一方、塵埃の他の一部が第２部材との摩擦によって負に帯
電するので、質量が比較的軽い微細な塵埃同士が結合して、質量が比較的重い塵埃が生成
される。つまり、上記塵埃の凝集効果が得られる。
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【００３０】
　したがって、上記サイクロン集塵室に入る微細な塵埃の量が減るので、サイクロン集塵
室の分離率が高まり、電動送風機から外部へ微細な塵埃が排出されるのを防ぐことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の電気掃除機を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００３２】
　（第１実施形態）
　図１に、本発明の第１実施形態の電気掃除機を側方から見た概略断面図を示す。
【００３３】
　上記電気掃除機は、吸込口体４と、この吸込口体４に一端が着脱自在に接続された延長
管５と、延長管５の他端に一端が着脱自在に接続された手元管２１と、この手元管２１の
他端に一端が接続されたサクションホース６と、このサクションホース６の他端に着脱自
在に接続された掃除機本体１とを備えている。
【００３４】
　上記掃除機本体１には、サイクロン集塵室３が１つ着脱自在に設置されている。上記サ
イクロン集塵室３は掃除機本体１に搭載されているとき、上流側の部分を介してサクショ
ンホース６に連通する。
【００３５】
　また、上記掃除機本体１内には、サイクロン集塵室３の下流側の部分に連通する電動送
風機２が設置されている。この電動送風機２の駆動により、塵埃２０を含む空気が、吸込
口体４、延長管５およびサクションホース６を順次通過した後、サイクロン集塵室３内に
流入する。そして、上記サイクロン集塵室３内に流入した空気は高速旋回して、その空気
から塵埃２０が遠心分離される。また、上記塵埃２０が分離された空気は掃除機本体１外
に排出される。
【００３６】
　図２に、上記塵埃２０が流れる方向に略垂直な面で延長管５を切った概略断面図を示す
。
【００３７】
　上記延長管５は、例えばナイロン等で構成された断面略半円弧状の第１部材７と、例え
ばテフロン（登録商標）等で構成された断面略半円弧状の第２部材８とを有している。
【００３８】
　上記第１部材７はサクションホース６へ向かう塵埃２０を正に帯電させる一方、第２部
材８はサクションホース６へ向かう塵埃２０を負に帯電させる。そして、上記第１部材７
の一端部は、パッキン９Ａを介して第２部材８の一端部に接続されている。また、上記第
１部材７の他端部はパッキン９Ｂを介して第２部材８の他端部に接続されている。
【００３９】
　上記構成の電気掃除機によれば、上記吸込口体４に吸い込まれた塵埃２０が延長管５を
通過する時、塵埃２０の一部が延長管５の第１部材７との摩擦によって正に帯電する一方
、塵埃２０の他の一部が延長管５の第２部材８との摩擦によって負に帯電する。これによ
り、質量が比較的軽い微細な塵埃２０同士が結合して、質量が比較的重い塵埃が生成され
る。つまり、上記塵埃２０の凝集効果が得られる。
【００４０】
　したがって、上記サイクロン集塵室３に入る微細な塵埃の量が減るので、サイクロン集
塵室３の分離率が高まり、電動送風機２から外部へ微細な塵埃２０が排出されるのを防ぐ
ことができる。
【００４１】
　また、上記サイクロン集塵室３は１つであるから、特表２００４－５２９６８２号公報
の従来例よりも、圧力損失を少なくすることできる。
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【００４２】
　また、上記第１，第２部材７，８のそれぞれは断面略円弧状であるので、延長管５内の
塵埃２０を第１，第２部材７，８でサクションホースへスムーズ６に案内することができ
る。
【００４３】
　（第２実施形態）
　図３に、本発明の第２実施形態の電気掃除機の延長管２０５の概略断面図を示す。なお
、図３の概略断面図は、塵埃２０が流れる方向に略平行な面で延長管２０５を切った概略
断面図である。
【００４４】
　上記第２実施形態の電気掃除機において、延長管２０５以外の構成は上記第１実施形態
と同様であるから、その構成に関する説明は省略する。
【００４５】
　上記延長管２０５内には、第１吸気通路１０と、この第１吸気通路１０に沿って延びる
第２吸気通路１１とが形成されている。この第１吸気通路１０の内壁には、サクションホ
ースへ向う塵埃２０を正に帯電させる材料（例えばナイロン等）が塗布されている。一方
、上記第２吸気通路１１の内壁には、サクションホースへ向う塵埃２０を負に帯電させる
材料（例えばテフロン等）が塗布されている。上記第１吸気通路１０の流路断面積は第２
吸気通路１１の流路断面積と略等しくなっている。
【００４６】
　また、上記延長管２０５内には、延長管２０５内の空間を略二等分するように隔壁１２
が形成されている。この隔壁１２が第１吸気通路１０と第２吸気通路１１とを仕切ってい
る。
【００４７】
　上記構成の電気掃除機によれば、上記塵埃２０が延長管２０５を通過する時、塵埃２０
の一部が第１吸気通路１０の内壁との摩擦によって正に帯電する一方、塵埃２０の他の一
部が第２吸気通路１１の内壁との摩擦によって負に帯電する。
【００４８】
　したがって、上記第１実施形態に比べて、塵埃２０が摩擦する面が大きいので、正負に
帯電した塵埃２０を高効率で生成することができる。
【００４９】
　また、上記第１吸気通路１０の流路断面積は第２吸気通路１１の流路断面積と略等しく
なっているから、正に帯電した塵埃２０の量と、負に帯電した塵埃２０の量とを略等しく
して、塵埃２０の凝集効果を高めることができる。
【００５０】
　（第３実施形態）
　図４に、本発明の第３実施形態の電気掃除機の要部を側方から見た概略断面図を示す。
また、図４において、図１に示した第１実施形態の構成部と同一構成部は、図１における
構成部と同一参照番号を付している。
【００５１】
　上記第３実施形態の電気掃除機において、手元管３２１以外の構成は上記第１実施形態
と同様であるから、その構成に関する説明は省略する。
【００５２】
　上記手元管３２１の延長管５側の端部には、塵埃２０が衝突する攪拌羽根１４が設けら
れている。
【００５３】
　図５に、上記攪拌羽根１４の概略斜視図を示す。
【００５４】
　上記攪拌羽根１４は図５中の矢印方向に空気を案内するように形成されている。この矢
印方向に案内された空気は、攪拌羽根１４の中央部の貫通穴を通ってサクションホース６
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へ向かう。
【００５５】
　上記構成の電気掃除機によれば、延長管５を通過することにより正負に帯電した塵埃２
０がサクションホース６に入る前に、攪拌羽根１４に衝突して攪拌される。
【００５６】
　したがって、上記延長管５を通過した微細な塵埃２０同士が結合する確率が高くなり、
塵埃２０の凝集効果を高めることができる。
【００５７】
　その結果、上記第１実施形態よりも、サイクロン集塵室の分離率が高くなる効果が得ら
れる。
【００５８】
　（第４実施形態）
　図６に、本発明の第４実施形態の電気掃除機の吸込口体４０４を上方から見た概略断面
図を示す。
【００５９】
　上記第４実施形態の電気掃除機において、吸込口体４０４以外の構成は上記第１実施形
態と同様であるから、その構成に関する説明は省略する。
【００６０】
　上記吸込口体４０４には円柱状の回転ブラシ１５が回転自在に設けられている。そして
、上記回転ブラシ１５の外周面には、塵埃を掻き上げるブラシ体１６が取り付けられてい
る。
【００６１】
　上記ブラシ体１６は、例えばナイロン等で構成された第３部材１７と、例えばテフロン
等で構成された第４部材１８とからなっている。上記第３部材１７は、延長管へ送る塵埃
を正に帯電させる。一方、上記第４部材１８は、延長管へ送る塵埃を負に帯電させる。そ
して、上記第３部材１７および第４部材１８は、回転ブラシ１５の長手方向つまり回転軸
方向に並んでいる。
【００６２】
　上記構成の電気掃除機によれば、回転ブラシ１５が塵埃を掻きあげるとき、塵埃の一部
が正に帯電すると共に、塵埃の他の一部が負に帯電して、吸込口体４０４によっても凝集
効果が得られる。
【００６３】
　したがって、上記吸込口体４０４および延長管のそれぞれにおいて塵埃の凝集効果が得
られるので、上記第１実施形態よりも、塵埃の凝集効果を高めることができる。
【００６４】
　また、上記第３部材１７および第４部材１８は回転ブラシ１５の回転軸方向に並んでい
るから、第３部材１７によって正に帯電した塵埃を高効率で生成することができると共に
、第４部材１８によって負に帯電した塵埃を高効率で生成することができる。
【００６５】
　（第５実施形態）
　図７に、本発明の第５実施形態の電気掃除機の要部を側方から見た概略断面図を示す。
また、図７において、図１，図６に示した第１，第４実施形態の構成部と同一構成部は、
図１，図６における構成部と同一参照番号を付している。
【００６６】
　上記第５実施形態の電気掃除機において、攪拌羽根１９以外の構成は上記第１，第４実
施形態と同様であるから、その構成に関する説明は省略する。
【００６７】
　上記攪拌羽根１９は吸込口体４０４と延長管５との間に設けられており、吸込口体４０
４を通過した塵埃が攪拌羽根１９に衝突するようになっている。この攪拌羽根１９は上記
第３実施形態の攪拌羽根１４と同様の形状を有して、攪拌羽根１４と同様の作用効果を奏
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する。
【００６８】
　上記構成の電気掃除機によれば、吸込口体４０４を通過することにより正負に帯電した
塵埃が延長管５に入る前に、攪拌羽根１９に衝突して攪拌される。
【００６９】
　したがって、上記吸込口体４０４を通過した微細な塵埃同士が結合する確率が高くなり
、塵埃の凝集効果を高めることができる。
【００７０】
　その結果、上記第１，第４実施形態よりも、サイクロン集塵室の分離率が高くなる効果
が得られる。
【００７１】
　上記第１～第５実施形態では、サイクロン集塵室１は１つであったが、特表２００４－
５２９６８２号公報の従来例のように、上流サイクロン集塵室と、この上流サイクロン集
塵室で塵埃が除去された空気が流入する下流サイクロン集塵室とを設けてもよい。この場
合でも、延長管５等の塵埃の凝集効果によって、上記従来例よりも排気を清浄にすること
ができる。
【００７２】
　また、本発明の第１～第５実施形態について説明したが、上記第１～第５実施形態のみ
に本発明が限定されるわけではなく、第１～第５実施形態を適宜組み合わせたものを本発
明の一実施の形態としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は本発明の第１実施形態の電気掃除機の概略縦断面図である。
【図２】図２は上記第１実施形態の電気掃除機の延長管の概略縦断面図である。
【図３】図３は本発明の第２実施形態の電気掃除機の延長管の概略横断面図である。
【図４】図４は本発明の第３実施形態の電気掃除機の要部の概略縦断面図である。
【図５】図５は上記第３実施形態の電気掃除機の攪拌羽根の概略斜視図である。
【図６】図６は本発明の第４実施形態の電気掃除機の吸込口体の概略横断面図である。
【図７】図７は本発明の第５実施形態の電気掃除機の要部の概略縦断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
１　掃除機本体
２　電動送風機
３　サイクロン集塵室
４，４０４　吸込口体
５，２０５　延長管
６　サクションホース
７　第１部材
８　第２部材
１０　第１吸気通路
１１　第２吸気通路
１２　隔壁
１４，１９　攪拌羽根
１５　回転ブラシ
１６　ブラシ体
１７　第３部材
１８　第４部材
２０　塵埃
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